
＜特別会計＞

国民健康保険事業特別会計 58,000 千円

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に対応するための国民健康保険システム

の改修に要する経費の追加

補正前 補正額 補正後

 国民健康保険事業特別会計　計 73,291,000 58,000 73,349,000

（歳入）

・国庫支出金 58,000

  （社会保障・税番号制度システム整備費補助金）

（歳出）

・総務費（一般管理費） 58,000

介護保険事業特別会計 284,000 千円

令和5年度事業費の確定に伴う国、県への償還金及び支払基金交付金等の追加

補正前 補正額 補正後

 介護保険事業特別会計　計 73,966,000 284,000 74,250,000

（歳入）

・支払基金交付金（過年度分） 63,547

・県支出金（介護給付費負担金） 120,419

・繰入金（介護給付費準備基金繰入金） △ 178,136

・繰越金 278,170

（歳出）

・諸支出金（償還金） 284,000

事項

事項

（単位:千円）

（単位:千円）
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